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令和４年７月 21日 
 

仙台市 



 

包括委託契約書 

 

１ 事 業 名 仙台市野村学校給食センター維持管理運営包括委託事業 

 

２ 事業場所 仙台市泉区野村筒岫 86番地 

 

３ 契約期間 本契約締結日から令和 15年３月 31日まで 

 

４ 契約金額  金●●円（うち取引に係る消費税及び地方消費税の額●●円。なお、

契約金額は、企業向けサービス価格指数及び消費者物価指数の変動

を基に算定した増減額、税制度の変更を基に算定した増減額並びに

給食提供数の変動を基に算定した増減額の合計額の範囲内で増減す

る。） 

 

５ 契約保証金 本契約第６条のとおり 

 

 

上記の事業について、仙台市（以下「本市」という。）と株式会社●●（以下「事業者」

という。）は、各々の対等な立場における合意に基づいて、上記記載事項及び次の条項に

より公正な包括委託契約（以下「本契約」という。）を締結し、信義に従って誠実にこれ

を履行するものとする。 

 

本契約の証として本書２通を作成し、当事者記名押印の上、各自１通を保有する。 

 

〔 〕年〔 〕月〔 〕日 

 

仙台市 所在地 宮城県仙台市青葉区国分町三丁目７

番１号 

 

 商号又は名称 

代表者職氏名 

仙台市 

仙台市長 郡 和子 

 

印 

    

事業者 所在地   

 商号又は名称 

代表者職氏名 

 

 

 

印 
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第１章 総則 

 

（目的） 

第１条 本契約（頭書を含む。以下同じ。）は、本市及び事業者が相互に協力し、本事業を円滑

に実施するために必要な一切の事項を定めることを目的とする。 

 

（用語の定義） 

第２条 本契約において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる他、

文脈上別異に解すべき場合を除き、募集要項等に定義された意味を有するものとする。 

（１）「募集要項等」とは、本事業の募集要項、要求水準書及び優先交渉権者選定基準をいう。 

（２）「提案書」とは、募集要項等の規定に従い優先交渉権者が本市に対して提出した本事業に

関する一切の提案書類をいう。 

（３）「要求水準書」とは、募集要項等のうち、要求水準書（変更されたときは変更後のもの）

及び要求水準書に関する質問回答をいう。 

（４）「業務計画書」とは、第 12条、第 24条及び第 28条に従い事業者が作成の上で本市に提

出し、承認を得た開業準備・引継業務に係る業務計画書、維持管理業務に係る全体計画書、

年間計画書及び長期修繕計画書並びに運営業務に係る中・長期的な業務計画書及び年間計

画書をいう。 

（５）「準備期間」とは、本契約締結日から令和５年３月 31日までの期間をいう。 

（６）「業務開始日」とは令和５年４月１日をいう。 

（７）「業務報告書」とは、事業者が作成して本市に提出する報告書を総称していう。 

（８）「年度」とは、各暦年の４月１日に始まり、翌年の３月 31 日に終了する１年間をいう。 

（９）「設計図書」とは、本施設の竣工図書をいう。 

（10）「営業日」とは、給食を提供すべき日をいう。 

（11）「不可抗力」とは、暴風、豪雨、洪水、高潮、地滑り、落盤、落雷、地震、火災、有毒ガ

スの発生、その他自然災害又は騒乱、暴動、戦争その他人為的な現象であって、本市及び

事業者のいずれの責めにも帰さないものをいう。 

（12）「基本協定書」とは、本事業に関して本市と優先交渉権者との間で令和●年●月●日付に

て締結された基本協定書をいう。 

 

（契約の履行等） 

第３条 本市及び事業者は、本契約の各規定に基づき、募集要項等及び提案書に従い、日本国

の法令を遵守し、本契約を履行しなければならない。 

２ 事業者は、適用される法令、各種基準、学校給食に関する通知や通達その他所轄官庁の指

導等を遵守して本事業を実施しなければならない。 

３ 事業者は、本市の事前の承諾なく、自ら行う場合と第三者への委託等により行う場合とに

かかわらず、本事業及びこれに付帯する業務以外の事業を行ってはならない。 

４ 事業者は、本事業を、募集要項等に従って善良なる管理者の注意をもって遂行しなければ

ならない。 
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（公共性及び事業者による事業の趣旨の尊重） 

第４条 事業者は、本事業が学校給食センターの維持管理及び運営を行う点で公共性を有する

事業であることを十分理解し、本事業の実施に当たっては、かかる趣旨を尊重するものとす

る。 

２ 本市は、本事業が事業者によって実施されることを十分理解し、法律の範囲内で地方自治

の本旨に従い、かかる趣旨を尊重するものとする。 

 

（規定の適用関係） 

第５条 事業者は、本事業を、本契約、募集要項等及び提案書に従って遂行するものとする。

ただし、これらの内容に相違があるときは、本契約、募集要項等、提案書の順に優先して適

用されるものとし、質問回答の内容は、質問対象の書類と一体をなすものとする。 

２ 提案書と要求水準書の内容に差異があるときは、提案書に記載された業務の水準が要求水

準書に記載された業務の水準を上回るときに限り、提案書が優先して適用されるものとする。 

 

（契約の保証） 

第６条 事業者は、本契約に基づく義務の履行を保証するため、本契約の締結と同時に、次の

各号のいずれかに掲げる保証を付さなければならない。ただし、第４号の場合には、履行保

証保険契約の締結後、直ちにその保険証券を本市に寄託しなければならない。 

（１）契約保証金の納付 

（２）契約保証金に代わる担保となる有価証券等の提供 

（３）本契約による債務の不履行により生じる損害金の支払を保証する銀行又は本市が確実と

認める金融機関の保証 

（４）本契約による債務の不履行により生じる損害をてん補する履行保証保険契約の締結 

２ 前項の保証に係る契約保証金の額、保証金額又は保険金額（以下、総称して「保証の額」

という｡）は、委託料総額の 100分の１に相当する金額以上としなければならない。 

３ 第１項の規定により、事業者が同項第２号又は第３号に掲げる保証を付したときは、当該

保証は、第１号に掲げる契約保証金に代わる担保の提供として行われたものとし、同項第４

号に掲げる保証を付したときは、第１号に掲げる契約保証金の納付を免除する。 

４ 事業者は、第１項第３号又は第４号の保証を付した場合において、あらかじめ保証期間の

設定がされているものにつき、契約期間の変更が行われたときは、保証期間の変更を行うと

ともに当該変更を証する書面を本市に提出しなければならない。 

５ 委託料総額の変更があった場合には、保証の額が変更後の委託料総額の 100分の１に達す

るまで、本市は、保証の額の増額を請求することができ、事業者は、保証の額の減額を請求

することができる。 

 

（許認可、届出等） 

第７条 事業者は、本契約上の義務を履行するために必要な許認可を自己の責任及び費用にお

いて取得及び維持しなければならず、届出等を自己の責任及び費用において行わなければな

らない。ただし、本市が取得及び維持すべき許認可並びに届け出るべきものについては本市

が必要な措置を講ずるものとする。 

２ 事業者は、前項の許認可の取得及び届出に関し、本市に事前説明及び事後報告を行うもの
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とする。  

３ 事業者が本市に対して許認可の申請又は届出について協力を求めたときは、本市は事業者

による許認可及び届出に必要な資料の提出その他について協力する。 

４ 本市が事業者に対して許認可の申請又は届出について協力を求めたときは、事業者は必要

な資料の提出その他について協力する。 

 

（保険） 

第８条 事業者は、契約期間中、別紙１に規定する保険を自ら付保し、又は保険契約者をして、

付保させなければならない。 

２ 事業者は、前項の保険契約が締結されたときは、その保険証券の写しを速やかに本市に提

出しなければならない。 

３ 事業者は、本市の承諾なく保険契約、保険金額その他条件の変更若しくは解約をし、又は

保険契約者に同様の変更若しくは解約をさせてはならない。 

 

（要求水準書の変更） 

第９条 本市又は事業者は、必要があると認めるときは、要求水準書の変更内容及び変更理由

を相手方に通知して、要求水準書の変更の協議を求めることができる。 

２ 本市又は事業者は、前項の通知を受けたときは、相手方と協議を行うものとする。 

３ 前項の協議の結果、本市が要求水準書を変更した場合、本市は当該変更内容その他当該変

更に伴う変更内容について事業者に通知するものとする。 

 

（責任の負担） 

第１０条 事業者は、本契約において別段の定めのある場合を除き、事業者の本事業実施に関

する本市による確認、承諾、承認若しくは立会い又は事業者からの本市に対する報告、通知

若しくは説明を理由として、いかなる本契約上の責任も免れず、当該確認、承諾、承認若し

くは立会い又は報告、通知若しくは説明を理由として、本市は何ら新たな責任を負担しない。 

 

（臨機の措置） 

第１１条 事業者は、災害防止等のため必要があると認めるときは、臨機の措置を講じなけれ

ばならない。この場合において、必要があると認めるときは、事業者は、あらかじめ、本市

の意見を聴かなければならない。ただし、緊急やむを得ない事情があるときはこの限りでは

ない。 

２ 前項の場合においては、事業者は、講じた措置の内容を本市に直ちに通知しなければなら

ない。 

３ 本市は、災害防止その他業務を行う上で特に必要があると認めるときは、事業者に対して

臨機の措置を講ずることを請求することができる。 

４ 事業者が第１項又は前項の規定により臨機の措置を講じた場合において、当該措置に要し

た費用のうち、事業者が委託料の範囲において負担することが適当でないと認められる部分

については、本市がこれを負担する。 
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第２章 開業準備・引継業務 

 

（業務計画書の作成及び提出） 

第１２条 事業者は、要求水準書に従い、開業準備・引継業務に係る業務計画書を作成し、本

市に提出して承認を得なければならない。当該計画書の内容を変更する場合も同様とする。 

 

（業務の引継） 

第１３条 事業者は、準備期間において、前事業者から、要求水準書に従い業務の引継を受け

るものとする。 

 

（実施体制の構築等） 

第１４条 事業者は、自己の責任及び費用において、業務開始日から本契約、募集要項等及び

提案書に従い維持管理・運営業務を実施するために十分な体制を構築しなければならない。 

２ 事業者は、業務開始日の 30 日前までに、要求水準書に示す責任者等を選任し、氏名その

他必要な事項を本市に報告しなければならない。 

３ 事業者が前項に従い本市に報告した責任者等を変更するときは、変更前に本市に報告する

ものとする。 

４ 本市は、事業者の実施体制を確認することができるものとし、当該確認の結果、実施体制

が本契約、募集要項等及び提案書で必要とされる条件を満たしていないと判断されるときは、

本市は、事業者に対しその是正を求めることができるものとする。 

 

（責任者等に関する措置請求） 

第１５条 本市は、前条第２項に規定する責任者等その他の業務従事者がその職務の執行につ

き著しく不適当と認められるときは、事業者に対して、その理由を明示した書面により必要

な措置を講ずるよう請求することができる。 

２ 事業者は、前項の規定による請求があったときは、速やかに当該請求に係る事項について

適当な措置を講じ、その結果を本市に通知しなければならない。 

 

（本施設の確認） 

第１６条 事業者は、準備期間中に、本市又は前事業者に本施設の状況等を確認するものとす

る。 

２ 前項の確認の結果、本施設の性能、状況等が、募集要項等で示された内容から合理的に推

測される範囲を逸脱し、かつ、当該逸脱により事業者の維持管理・運営業務の実施に著しい

支障が生じると認められるときは、事業者は、本市に対してその性能、状況等を通知しなけ

ればならない。 

３ 本市は、前項の通知を受けたときは、速やかにその性能、状況等を確認し、必要に応じて

その取扱いについて事業者と協議を行い、必要な措置を講ずるものとする。 

 

（業務報告） 

第１７条 事業者は、要求水準書に従い、本市に対して業務実施結果の報告を、業務報告書を

提出することにより行うものとする。  
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第３章 維持管理・運営業務 

 

第１節 総則 

（維持管理・運営業務の実施） 

第１８条 事業者は、業務開始日から契約期間の終了まで維持管理・運営業務を実施するもの

とする。 

 

（貸与品等） 

第１９条 本市は、業務開始日以降、維持管理・運営業務の実施に当たり、別紙２に定める物

品等（以下「貸与品等」という。）を事業者に無償で貸与する。 

２ 事業者は、その責任において貸与品等の状況を確認の上使用するものとし、貸与品等を維

持管理・運営業務のために供し、その目的以外に使用してはならない。 

３ 事業者は、本市と協議の上貸与品等の処分、更新等を行うことができる。 

４ 事業者は、別紙２に定める貸与品等以外に必要と認める備品等を自己の責任及び費用によ

り調達することができる。 

５ 事業者は、第３項により貸与品等に異動が生じた場合、その異動状況を整理した関係書類

を整備し、本事業の終了時、当該書類とあわせ事業者が更新した貸与品等を利用可能な状態

で本市に引き継ぐものとする。 

６ 事業者が、その責めに帰すべき事由により貸与品等を紛失又は破損した場合、事業者はそ

の負担において貸与品等を原状に復し、又は本市に生じた損害を賠償しなければならない。 

 

（モニタリング） 

第２０条 事業者は、自ら実施する業務についてセルフモニタリングを行い、業務の実施状況

を把握しなければならない。 

２ 事業者は、前項のセルフモニタリングの評価を踏まえ、業務品質向上のため、翌年度の業

務年間計画書に反映するものとする。 

３ 本市は、自己の費用において、業務の要求水準を確保するために、次の各号に掲げるモニ

タリングを行うものとする。なお、モニタリング項目については各モニタリングの実施日ま

でに本市が決定し、事業者に通知するものとする。 

（１）定期モニタリングとして、本市は、月１回、事業者から提出される業務報告書の内容を

基に、業務の実施状況を確認し、必要に応じて施設巡回、業務監視、事業者に対する説明

要求、立会い等を行うものとする。 

（２）随時モニタリングとして、本市は、必要に応じて、随時、施設巡回、業務監視、事業者

に対する説明要求、立会い等を行うものとする。事業者は、当該随時モニタリングの実施

につき、本市に対して最大限の協力を行うものとする。 

４ 前項によるモニタリングの結果、業務の実施状況が本契約、要求水準書、業務計画書又は

提案書の内容を逸脱していることが判明した場合、本市は事業者に対してその是正を求める

ものとし、事業者は速やかに改善措置を講じ、その内容を本市に報告しなければならない。 

 

（近隣対応） 

第２１条 事業者は、自己の責任及び費用において、維持管理・運営業務の遂行により近隣住
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民の生活環境に与える影響を検討し、合理的に要求される範囲の近隣対応を実施する。 

２ 前項に定める近隣対応の実施について、事業者は、本市の請求があった場合、その内容及

び結果を報告するものとし、本市は、事業者に対して、必要に応じて協力するものとする。 

３ 第１項の近隣対応の結果、事業者に生じた費用又は損害については、事業者が負担する。 

４ 本事業を行政サービスとして実施することに関する住民反対運動、訴訟等への対応は、本

市がその責任及び費用において行うものとする。 

 

（第三者による実施） 

第２２条 事業者が、提案書で明示された者以外の者に維持管理・運営業務を実施させようと

するときは、事前に本市の承諾を得るものとし、これを変更する場合も同様とする。ただし、

事業者は、提案書で明示された者以外の者に維持管理・運営業務の全部又は主要な部分を委

託してはならない。 

２ 事業者が、維持管理・運営業務の全部又は一部を第三者に対して委託するときは、全て自

己の責任において行うものとし、当該第三者の責めに帰すべき事由は全て事業者の責めに帰

すべき事由とみなして、事業者が責任を負うものとする。 

 

（第三者に及ぼした損害等） 

第２３条 事業者が維持管理・運営業務の実施に伴い第三者に損害を及ぼした場合、事業者は、

その損害を賠償しなければならない。ただし、事業者の責めに帰すべき事由によらない場合

はこの限りではない。 

２ 事業者が善良なる管理者の注意義務を尽くしても維持管理・運営業務に伴い避けることが

できない騒音、臭気、振動その他の理由により、事業者が第三者に対して損害を及ぼした場

合は、本市が当該第三者に対して当該損害を賠償する。 

 

第２節 維持管理業務 

（維持管理業務計画書の作成及び提出） 

第２４条 事業者は、業務開始日の 30 日前までに、要求水準書に定める維持管理業務全体計

画書及び長期修繕計画書を、各年度開始日の 30 日前までに、維持管理業務年間計画書及び

長期修繕計画書を作成し、本市に提出して承認を得なければならない。それらの計画書の内

容を変更する場合も同様とする。 

 

（本施設の修繕等） 

第２５条 事業者は、募集要項等及び提案書に従い、本施設の修繕等を、自己の費用と責任に

おいて実施するものとする。ただし、本市の責めに帰すべき事由により事業者が本施設の修

繕等を行ったときは、本市は、これに要した合理的な範囲の費用を負担するものとする。 

２ 本施設の機能が著しく低下し、業務の運営に支障をきたすと本市が判断した場合において、

本市が事業者による維持管理業務の範囲を超えると合理的に判断したときは、本市は、必要

な対応、その費用負担割合等について事業者と協議するものとする。 

３ 事業者が本施設の修繕等を行ったときは、事業者は、必要に応じて当該修繕等を設計図書

に反映した上で保管し、本市の求めに応じ提出するものとする。 
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（施設管理台帳・点検記録等の作成及び提出） 

第２６条 事業者は、要求水準書に従い、維持管理業務に係る施設等の状況を管理する施設管

理台帳、点検記録等を作成の上で保管し、本市の求めに応じ提出するものとする。 

 

（業務報告） 

第２７条 事業者は、要求水準書に従い、維持管理業務に係る業務日誌を作成日ごとに、月間

報告書を毎月７日までに、年間報告書を毎年４月７日までに作成し、本市に提出することに

より、維持管理業務の結果を本市に報告するものとする。 

 

第３節 運営業務 

（運営業務計画書の作成及び提出） 

第２８条 事業者は、業務開始日の 30 日前までに、要求水準書に定める中・長期的な業務計

画書を、各年度開始日の 30 日前までに、運営業務年間計画書を作成し、本市に提出して承

認を得なければならない。それらの計画書の内容を変更する場合も同様とする。 

 

（調理等業務） 

第２９条 事業者は、本市が作成した献立に基づき、本市が検収の上、事業者に提供する食材

を材料として調理した給食を、本市が指定する学校に配送する。 

２ 事業者が給食を提供すべき日、用意すべき給食の提供食数及び給食を配送する学校を本市

が事業者に通知する方法及び手続は、募集要項等に規定された方法とする。募集要項等に規

定されていない詳細事項、具体的な運用上の取扱い等は、本市と事業者が別途協議して定め

るものとする。 

３ 前項により本市と事業者が協議して定めた事項は、書面に記載するものとし、本市及び事

業者はこれを遵守するものとする。 

 

（食中毒等） 

第３０条 事業者は、法令、所轄官庁の指導や基準、要求水準書に規定された事項等を遵守し

た安全な給食を提供しなければならない。 

２ 事業者は、給食を提供した学校その他給食を提供した提供先のいずれかにおいて食中毒、

異物混入その他給食の喫食に起因し、又は喫食に影響を及ぼす重大な事故等（以下「食中毒

等」という。）が発生した場合、自己の費用により原因究明の調査を行い、その結果について

本市に報告するものとする。 

３ 事業者は、給食を提供した学校その他給食を提供した提供先のいずれかにおいて食中毒等

が発生し、保健所等これを所轄する官公庁によって原因究明の調査等が行われる場合、自己

の費用により当該調査等に協力するものとする。 

４ 事業者は、給食の喫食が原因で第三者に損害を与えた場合、これを賠償するものとし、本

市が当該第三者に対し損害金を支払い、又は損害賠償義務等を負担したときは、本市の請求

により当該損害金又は損害賠償債務の金額に相当する金額を支払わなければならない。ただ

し、事業者がその責めに帰すべき事由によらないことを明らかにした場合又は原因解明に最

善の努力を尽くしてもなお責任の所在が明らかにならない場合において、その結果に関し本

市の承諾を得たときは、本市に対して当該損害金又は損害賠償債務の金額に相当する金額を
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支払う義務を負わないものとする。 

５ 給食の喫食が原因で第三者に損害が生じた場合における、本施設の運営ができない期間の

委託料の支払及び損害賠償（前項により本市が事業者に対して求償できるものを除く。）は、

以下のとおりとする。 

（１）本市の責めに帰すべき事由による場合、本市は、本施設の運営ができない期間において

事業者が出費を免れた費用を控除した委託料を支払うものとし、かつ、事業者の本市に対

する損害賠償を妨げない。 

（２）本市及び事業者の責めに帰すことのできない事由による場合又は事業者が原因解明に最

善の努力を尽くしてもなお責任の所在が明らかにならない場合において、原因解明につき

前項の本市の承諾を得たときは、本市は、本施設の運営ができない期間において事業者が

出費を免れた費用を控除した委託料を支払うものとし、その他、本市又は事業者による損

害賠償はないものとする。 

（３）前２号以外の場合、本市は、本施設の運営ができなかった期間において事業者が出費を

免れた費用を控除した維持管理業務に係る委託料を支払うものとし、かつ、本市の事業者

に対する損害賠償を妨げない。 

６ 前項の場合において、委託料の請求書を本市が受領するときまでに本市又は事業者のいず

れの責めに帰すべき事由によるものかが判明しないとき、又は原因不明の結果に関して本市

の承諾が得られないときは、本市は、事業者に対し、事業者の請求に基づき、本施設の運営

ができない期間において事業者が出費を免れた費用を控除した委託料を支払うものとする。

かかる支払の後、食中毒等が前項第３号の事由によるものであることが判明したときは、事

業者は支払を受けた委託料のうち運営業務に係る部分及び別紙３の定めに従い減額される

べきであった金額を、本市に返還するものとする。 

 

（業務報告） 

第３１条 事業者は、要求水準書に従い、運営業務に係る業務日誌を作成日ごとに、月間報告

書を毎月７日までに、年間報告書を毎年４月７日までに作成し、本市に提出することにより、

運営業務の結果を本市に報告するものとする。 
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第４章 委託料の支払等 

 

（委託料の支払） 

第３２条 本市は、事業者に対し、別紙４に従い委託料を支払い、及び改定するものとする。 

 

（委託料の減額） 

第３３条 本市は、第 20 条に基づくモニタリングにより、要求水準書に定める水準等を満た

していない事項が存在することを確認した場合、別紙３に従い委託料を減額するものとする。 

 

（委託料の返還） 

第３４条 業務報告書に虚偽の記載があることが判明し、本市がこれを事業者に対して通知し

たときは、事業者は、本市に対して、当該虚偽記載がなければ本市が前条の規定に従い減額

し得た委託料の金額を速やかに返還しなければならない。 
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第５章 契約期間及び契約の終了 

 

（契約期間） 

第３５条 本契約は、契約締結日からその効力を生じ、令和 15年３月 31日に終了するものと

する。 

 

（建物等の検査） 

第３６条 本市は、契約終了までに、本施設が要求水準書に定める水準等を満たしているか判

断すること、本施設が本事業実施のために継続して使用するに支障のない状態にあるか確認

すること等を目的とし、要求水準書に定める検査を実施するものとする。 

２ 本市が、前項に従い検査を行う場合、本市は本施設に立ち入ることができるものとし、事

業者は本市が行う検査に協力しなければならない。 

３ 第１項の検査により、不適合が認められた場合、事業者は、本市の指示に従い、自己の責

任及び費用において速やかに修繕等を行うものとする。 

 

（契約期間満了時の業務） 

第３７条 本市と事業者は、契約期間終了の３年前から、業務の引継についての協議を開始す

るものとする。また、事業者は契約期間終了の３年前までに、要求水準書で規定する引継に

係る書類を作成し、本市に提出する。 

２ 事業者は、前項により事業者が本市に提出した書類のうち、次期修繕計画書については、

契約期間終了の１年前に時点修正を行い、再度本市に提出する。 

３ 事業者は、維持管理・運営業務の承継に必要な引継マニュアル等を本市に提出し、説明を

行うとともに、業務の引継に当たって必要な支援、情報提供等を行う。 

４ 事業者は、契約期間終了時に、本施設の全てが要求水準書で示した性能及び機能を発揮で

き、継続して使用可能な状態で本市に引き継ぐものとする。ただし、性能及び機能を満足す

る限りにおいて、経年による劣化についてはこの限りではない。 

５ 事業者は、契約期間終了後１年間、構成員又は協力企業をして、連絡窓口として、無償で

本市又は本市が指定する後継の者からの問合せを受けさせる他、本市が求める必要なサポー

ト業務を実施させるものとする。 

 

（事業者の事由による契約解除） 

第３８条 本市は、次に掲げるいずれかの事由が生じた場合、相当の期間を定めてその履行の

催告をし、その期間内に履行がないときは、事業者に通知した上で、本契約を解除すること

ができる。ただし、契約期間中に要求水準書に定める水準を満たしていないときの本契約の

終了手続は別紙３の規定に従う。 

（１）事業者が本事業を放棄し、７営業日以上にわたりその状態が継続したとき。 

（２）事業者の責めに帰すべき事由により、本事業の履行が困難であると認められるとき。 

（３）前各号に掲げる場合の他、事業者が本契約に違反し、その違反により本事業の目的を達

することができないと認められるとき。 

２ 本市は、次に掲げるいずれかの事由が生じた場合、事業者に通知した上で、直ちに本契約

を解除することができる。 
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（１）事業者に係る破産手続開始、会社更生手続開始、民事再生手続開始、特別清算手続開始

その他の倒産法制上の手続について、事業者の取締役会でその申立てを決議したとき、又

は第三者（事業者の取締役を含む。）によりその申立てがなされたとき。 

（２）事業者が、重大又は背信的な虚偽の報告を行ったとき。 

（３）構成員又は協力企業のいずれかによる本事業の応募に係る不正な行為が判明したとき。 

（４）事業者が、暴力団（仙台市入札契約暴力団等排除要綱（平成 20年 10月 31日市長決裁。

以下「暴力団排除要綱」という。）第２条第３号に規定する暴力団をいう。）又は暴力団員

（暴力団排除要綱第２条第４号に規定する暴力団員をいう。）が経営に実質的に関与して

いると認められる者に委託料債権を譲渡したとき。 

（５）事業者又はその受託者が、暴力団排除要綱別表各号のいずれかに該当すると認められた

とき。 

（６）事業者又はその受託者が、下請契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約に当たり、

その相手方が暴力団排除要綱別表各号のいずれかに該当することを知りながら、当該者と

契約を締結したと認められたとき。 

（７）事業者又はその受託者が、暴力団排除要綱別表各号のいずれかに該当する者を下請契約

又は資材、原材料の購入契約その他の契約の相手方としていた場合（第６号に該当する場

合を除く。）に、本市が事業者に対して当該契約の解除を求め、事業者がこれに従わなかっ

たとき。 

（８）前各号に掲げる場合の他、事業者がその債務を履行せず、本市が前項の催告をしても本

事業の目的を達するに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。 

３ 構成員又は協力企業のいずれかによる本事業の応募に係る不正な行為が判明した場合、事

業者は、委託料総額の 100 分の 10 に相当する金額の違約金を本市に支払わなければならな

い。 

４ 本契約が第１項又は第２項の各号のいずれかにより解除された場合、事業者は、解除の日

が属する年度の委託料の 100 分の 10 に相当する金額の違約金を本市に支払わなければなら

ない。また、事業者は、解除により本市に違約金を超える損害が生じた場合、当該超過分の

損害を賠償しなければならない。 

５ 第６条の規定により契約保証金の納付又はこれに代わる担保の提供が行われている場合、

本市は、当該契約保証金又は当該担保をもって前項の違約金又は損害賠償に充当することが

できる。 

 

（本市の事由による契約解除） 

第３９条 本市が本契約上の委託料支払等の重要な義務に違反し、かつ、本市が事業者による

通知の後 60 日以内に当該違反を是正しない場合又は本市の債務不履行により本事業の目的

を達成することができないと認められる場合、事業者は本契約を解除することができる。 

２ 前項に基づき本契約が解除された場合、本市は、事業者に対し当該解除により事業者が被

った合理的な範囲の追加費用又は損害を賠償する。 

 

（解除の効果） 

第４０条 第 38 条、前条、第 43 条又は第 46 条により本契約が解除されたとき（以下本条で

｢本契約が中途解除されたとき｣という。）は、本契約は将来に向かってその効力を失う。 
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２ 本契約が中途解除されたときにおいて、履行済の維持管理・運営業務に対応する委託料で

未払のものがあるときは、本市は事業者との協議に基づき未払分を支払うものとする。この

場合における委託料の支払手続は別紙４を準用する。 

３ 事業者は、本契約が中途解除されたときは、本市又は本市が指定する後継の者に維持管理・

運営業務の引継を行う。また、引継に必要な費用は事業者が負担する。 
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第６章 法令の変更 

 

（法令変更の通知） 

第４１条 本市又は事業者は、本契約締結日の後に法令が変更されたことにより、本契約に基

づく自己の義務を履行することができなくなったとき、又は本契約の履行のための費用の増

加が見込まれるときは、その内容の詳細を記載した書面をもって直ちにこれを相手方に対し

て通知するものとする。 

２ 本市及び事業者は、前項の通知がなされた以降において、本契約に基づく自己の義務が適

用ある法令に違反することとなったときは、履行期日における当該自己の義務が適用法令に

違反する限りにおいてその履行義務を免れるものとする。ただし、本市及び事業者は、法令

変更により相手方に発生する損害を最小限にするよう努めるものとする。 

 

（協議及び追加費用の負担） 

第４２条 本市又は事業者が相手方から前条第１項の通知を受領したときは、本市及び事業者

は、当該法令変更に対応するため、速やかに本契約、要求水準書、業務計画書等の変更及び

追加費用の負担について協議するものとする。 

２ 前項の協議にもかかわらず、法令変更の公布日から 60 日以内に本契約、要求水準書、業

務計画書等の変更及び追加費用の負担についての合意が成立しないときは、本市は、法令変

更に対する合理的な対応方法を事業者に対して通知し、事業者は、これに従い本契約の履行

を継続するものとし、この場合の追加費用の負担は、別紙５の規定によるものとする。 

３ 本契約締結後に法令以外の所轄官庁の通達、要綱等の変更があるときは、事業者は本市の

指示に従うものとし、本市の指示に従うことにより事業者に追加費用が生じるときは、本市

の負担として、委託料の見直しを行うものとする。ただし、追加費用の額が多大となる場合

には、本市は本契約を解除できるものとする。 

 

（契約の解除） 

第４３条 本契約締結日の後になされた法令変更により、本市が本事業の継続が困難と判断し

たとき、又は本契約の履行のために多大な費用を要すると判断したときは、本市は事業者と

協議の上、本契約を解除することができる。 
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第７章 不可抗力 

 

（不可抗力の通知） 

第４４条 事業者は、本契約締結日の後に、不可抗力により、本契約、要求水準書、業務計画

書等で提示された条件に従って維持管理・運営業務を行うことができなくなったとき、又は

本契約の履行のための費用の増加が見込まれるときは、その内容の詳細を記載した書面をも

って直ちにこれを本市に対して通知するものとする。 

２ 本市及び事業者は、前項の通知がなされた以降において、本契約に基づく自己の義務が不

可抗力により履行不能となったときは、履行期日における当該義務の履行義務を免れるもの

とする。ただし、本市及び事業者は、不可抗力により相手方に発生する損害を最小限にする

よう努めるものとする。 

 

（協議及び追加費用の負担） 

第４５条 本市が事業者から前条第１項の通知を受領したときは、本市及び事業者は、当該不

可抗力に対応するため、速やかに本契約、要求水準書、業務計画書等の変更及び追加費用の

負担について協議するものとする。 

２ 前項の協議にもかかわらず、不可抗力が生じた日から 60 日以内に本契約、要求水準書、

業務計画書等の変更及び追加費用の負担についての合意が成立しないときは、本市は、不可

抗力に対する合理的な対応方法を事業者に対して通知し、事業者は、これに従い本契約の履

行を継続するものとし、この場合の追加費用の負担は、別紙６の規定によるものとする。 

 

（契約の解除） 

第４６条 本契約締結日の後における不可抗力により、本市が本事業の継続が困難と判断した

とき、又は本市が本契約の履行のために多大な費用を要すると判断したときは、本市は事業

者と協議の上、本契約を解除することができる。 
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第８章 その他 

 

（公租公課の負担） 

第４７条 本契約及び本契約に基づく一切の業務の実施に関連して生じる公租公課は、全て事

業者の負担とする。本市は、委託料及びこれに対する消費税（地方消費税を含む。）を支払う

他は、本契約に別途定めがある場合を除き、関連する全ての公租公課について別途負担しな

いものとする。 

 

（損害賠償） 

第４８条 本市及び事業者は、それぞれ、本契約に定める義務を履行せず、相手方に損害を生

じさせたときは、本契約に特に定める場合を除き、当該損害を賠償しなければならない。 

 

（遅延損害金） 

第４９条 本市又は事業者が、本契約に基づき行うべき支払が遅延した場合、相手方に対し、

未受領金額につき、延滞日数に応じ、契約締結日における、政府契約の支払遅延防止等に関

する法律（昭和 24 年法律第 256 号）第８条第１項の規定に基づき財務大臣が決定する率の

割合で計算した額の遅延損害金を請求することができる。 

 

（権利義務の処分等） 

第５０条 事業者は、次の各号に掲げる行為をしようとするときは、本市の事前の書面による

承諾を得なければならない。 

（１）本契約上の権利又は地位の一部若しくは全部を第三者に対して譲渡し、又は担保権の設

定その他一切の処分を行うこと。 

（２）既存の株主以外の者に会社法（平成 17 年法律第 86 号。以下同じ。）第 199 条に定める

募集株式を発行し、又は同法第 236条に定める新株予約権若しくは新株予約権付社債を発

行（以下総称して「新株発行等」という。）すること。 

（３）既存の株主に対して議決権比率が変更となる新株発行等を行うこと。 

２ 事業者は、契約期間中、基本協定書第３条第１項各号に定める条件を維持しなければなら

ない。 

３ 事業者は、合併、事業譲渡、会社分割、株式交換、株式移転又は組織変更をしてはならな

い。 

４ 事業者は、契約期間終了後も、本契約に基づく義務が全て履行されるまで、解散してはな

らない。ただし、本市が事前に書面による承諾をした場合はこの限りではない。 

 

（決算報告書の提出等） 

第５１条 事業者は、業務開始日以降、各年度の最終日から３か月以内に、公認会計士又は監

査法人の監査済計算書類（会社法第 435条第２項による貸借対照表、損益計算書、株主資本

等変動計算書、個別注記表）、事業報告、その附属明細書及び年間業務報告書を本市に提出

し、かつ、本市に対して監査報告及び年間業務報告を行う。なお、本市は当該監査済計算書

類及び年間業務報告書を公開することができる。 

２ 事業者は、定款を変更し、又は代表取締役、取締役若しくは監査役に変動があったときは、
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速やかに本市に変更又は変動を証する書面を添えて報告するものとする。 

 

（成果物の利用及び著作権） 

第５２条 本市は、本契約に関して要求水準書及び本市の要求に基づき事業者により作成され

本市に提出される一切の書類、図画、写真、映像、ソフトウェア、データベース等（以下「成

果物」という。）について、本市の裁量により無償で利用する権利及び権限を有し、この権利

及び権限は本契約終了後も存続する。 

２ 前項の成果物が著作権法（昭和 45 年法律第 48 号。以下同じ。）第２条第１項第１号に定

める著作物に該当するときは、同法第２章及び第３章に規定する著作者の権利の帰属は、同

法の定めるところによる。 

３ 事業者は、本市が成果物を次の各号に掲げるところにより利用することができるようにし

なければならず、著作権法第 19条第１項又は第 20条第１項に定める権利を自ら行使し、又

は著作者（本市を除く。以下本条において同じ。）をして行使させてはならない。 

（１）著作者名を表示せずに成果物の全部若しくは一部又は本施設の内容を自ら公表若しくは

広報に使用し、又は本市が認めた公共機関をして公表若しくは広報に使用させること。 

（２）成果物を他人に閲覧させ、複写させ、又は譲渡すること。 

４ 事業者は、次の各号に掲げる行為を自ら行い、又は著作者をして行わせてはならない。た

だし、あらかじめ本市の承諾を得た場合はこの限りではない。 

（１）成果物に係る著作権を第三者に譲渡し、又は承継させること。 

（２）成果物の内容を公表すること。 

（３）成果物を他人に閲覧させ、複写させ、又は譲渡すること。 

 

（著作権等の侵害の防止） 

第５３条 事業者は、成果物が第三者の有する著作権等を侵害するものではないことを本市に

対して保証する。 

２ 事業者は、成果物が第三者の有する著作権等を侵害することにより第三者が受けた損害の

賠償をしなければならないときは、事業者がその賠償額を負担し、又は必要な措置を講ずる。

本市が賠償額を負担し、又は必要な措置を講ずるための費用を負担したときには、事業者は、

本市に対し、本市が負担した賠償額又は費用の全額を補償する。 

 

（特許権等の使用） 

第５４条 事業者は、特許権、実用新案権、意匠権、商標権その他日本国の法令に基づき保護

される第三者の権利の対象となっている技術等を使用するときは、その使用に関する一切の

責任を負わなければならない。ただし、本市がその技術等の使用を指定した場合において、

事業者がその存在を知らなかったときは、本市は、事業者がその使用に関して要した費用を

負担するものとする。 

 

（請求、通知の様式等） 

第５５条 本契約に定める請求、通知、承諾、承認及び解除（以下「請求等」という。）は相手

方に対する書面により行わなければならない。 

２ 前項の規定にかかわらず、緊急やむを得ない事情があるときは、本市及び事業者は、前項
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に規定する請求等を口頭で行うことができる。この場合において、本市及び事業者は、既に

行った請求等を書面に記載し、７日以内にこれを相手方に交付するものとする。 

３ 本契約の履行に関して本市及び事業者の間で用いる言語は、日本語とする。 

４ 本契約に定める金銭の支払に用いる通貨は、日本円とする。 

５ 本契約の履行に関して本市及び事業者の間で用いる計量単位は、設計図書に特別の定めが

ある場合を除き、計量法（平成４年法律第 51 号）に定めるところによるものとする。 

６ 本契約における期間の定めについては、民法（明治 29年法律第 89号）及び商法（明治 32

年法律第 48号）の定めるところによるものとする。 

 

（秘密保持） 

第５６条 本市及び事業者は、互いに本事業に関して知り得た相手方の秘密を自己の役員、従

業員又は代理人、コンサルタント及び本条第２項により秘密保持義務を負う業務受託者等そ

の他法令若しくは契約上の守秘義務を負う者以外の第三者に漏らし、また、本契約の履行以

外の目的（ただし、適用法令に基づく場合を除く。）に使用してはならない。ただし、開示す

る事項が次の各号のいずれかに該当する場合はこの限りではない。 

（１）開示の時に公知であるもの 

（２）開示の後に本市又は事業者のいずれの責めにも帰すことのできない事由により公知とな

ったもの 

（３）第三者から秘密保持義務を課されることなく合法的に取得したもの。 

（４）法律、政令、規則、条例上の要請又は官公署の命令等により開示を要請されたもの。 

２ 事業者は、その受託者等につき、本契約に基づき事業者が負担する秘密保持義務と同様の

義務を負わせるものとする。 

３ 本市は、本事業に関して知り得た行政情報に含まれるべき情報に関し、法令その他本市の

定める諸規定の定めるところによって情報公開その他の必要な措置を講じることができる。 

 

（個人情報保護） 

第５７条 事業者は、別紙７に規定する個人情報取扱特記事項を遵守の上で、本事業を実施す

るものとする。 

 

（準拠法） 

第５８条 本契約は、日本国の法令に準拠し、日本国の法令に従って解釈されるものとする。 

 

（管轄裁判所） 

第５９条 本契約に係る訴訟の提起又は調停の申立てについては、仙台地方裁判所をもって合

意による第一審の専属的管轄裁判所とする。 

 

（誠実協議） 

第６０条 本契約に定めのない事項について定める必要が生じたとき、又は本契約の解釈に関

して疑義が生じたときは、その都度、本市及び事業者が誠実に協議の上、これを定めるもの

とする。 
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別紙１ 保険 

 

事業者は、次の保険を付保するものとする。なお、以下の条件は最低限のものであり、事

業者の判断により担保範囲の広い補償内容とすることを妨げず、保険契約は１年ごとの更新

でも認める。 

 

 第三者賠償責任保険 

保険契約者：〔提案による〕 

被保険者：事業者、事業者から本事業を請け負い、又は受託する全ての者、その全ての下

請人及び本市 

保険期間：契約期間（１年ごとの更新は可とする。） 

保険金額：対人：１名当たり１億円、１事故当たり 10億円以上 

対物：１事故当たり１億円以上 

補償する損害：維持管理・運営業務に起因して法律上の損害賠償責任を負担することによ

って被る損害 

免責金額：１事故あたり５万円以下 

特約：被保険者間交叉責任担保特約 
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別紙２ 物品等 

 

１ 調理機器等 

種類 寸法等 設置場所 数量 

片袖運搬車 L1-特 1130ｘ800ｘ600 
魚肉検収室、乾物・野菜

検収室 
18 

水切付２槽シンク PS2-227BDA 2200ｘ750ｘ850 
魚肉検収室、乾物・野菜

検収室 
2 

１槽シンク S1-77BDA 750ｘ750ｘ850 
魚肉検収室、乾物・野菜

検収室 
1 

プレハブ式野菜用冷蔵

庫 

カートイン 5380ｘ3715ｘ

2500 

魚肉検収室、乾物・野菜

検収室 
1 

移動台 1660ｘ750ｘ600 
魚肉検収室、乾物・野菜

検収室 
11 

掃除用具入れ 900ｘ650ｘ1800 
魚肉検収室、乾物・野菜

検収室 
2 

トラックイン蒸気式消

毒保管機 
TSW-63 2260ｘ1450ｘ2195 

魚肉検収室、乾物・野菜

検収室 
2 

保管カート TSWC-2 1170ｘ830ｘ1688 
魚肉検収室、乾物・野菜

検収室 
4 

水切付３槽シンク PS3-367BDA 3600ｘ750ｘ850 
魚肉検収室、乾物・野菜

検収室 
1 

自動容器洗浄機 
AEN2-5LU特 3370ｘ1050ｘ

1940 

魚肉検収室、乾物・野菜

検収室 
1 

検食用冷凍庫 URD-66FMTA 1790ｘ800ｘ1950 
魚肉検収室、乾物・野菜

検収室 
3 

２槽シンク S2-127BDA 1200ｘ750ｘ850 
魚肉検収室、乾物・野菜

検収室 
1 

冷蔵庫 URD-40RM-F 1200ｘ800ｘ1950 
魚肉検収室、乾物・野菜

検収室 
2 

Ｌ型運搬車 L1-特 1130ｘ800ｘ600 
魚肉検収室、乾物・野菜

検収室 
1 

ドライ対応型球根皮剥

機 
P-83D ピーラー室 5 

ドライ対応型球根皮剥

機置台 
滑り板 ピーラー室 3 

球根洗浄機用架台 BW-20 1300ｘ780ｘ1020 ピーラー室 5 

掃除用具入れ 900ｘ650ｘ1800 ピーラー室 1 

ラックシステム 
エレクター 3500ｘ1220ｘ

2200 
食品庫 1 
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種類 寸法等 設置場所 数量 

パススルー冷蔵庫 
PRD-60RMTA-G 1790ｘ840ｘ

1950 
食品庫 1 

器具消毒保管機 EWK-2003 1900ｘ950ｘ1860 食品庫 1 

１槽シンク S1-77BDA 750ｘ750ｘ850 食品庫 1 

プレハブ式卵用冷蔵庫 
カートイン 1800ｘ2500ｘ

2500 
卵処理室 2 

４槽シンク 3200ｘ750ｘ850 卵処理室 1 

新油タンク   油庫 1 

廃油タンク   油庫 1 

移動台 1660ｘ750ｘ600 野菜下処理室 5 

水切付４槽シンク PS4-408DA 4000ｘ750ｘ850 野菜下処理室 8 

移動式カウンター 2100ｘ600ｘ600 野菜下処理室 1 

水切付３槽シンク PS3-367BDA 3600ｘ750ｘ850 野菜下処理室 1 

包丁・まな板消毒保管

機 
ESK-503 975ｘ550ｘ1860 野菜下処理室 2 

粉砕流し台 WSS-150 1500ｘ750ｘ900 野菜下処理室 1 

掃除用具入れ 900ｘ650ｘ1800 野菜下処理室 1 

プレハブ式野菜用冷凍

庫 

カートイン 2500ｘ2800ｘ

2500 
野菜下処理室 1 

プレハブ消毒保管機 4250ｘ2800ｘ2500（3550） 野菜下処理室 1 

保管カート TSWC-2 1170ｘ830ｘ1688 野菜下処理室 8 

作業台 1400ｘ900ｘ650 野菜カット・仕分室 11 

サイノ目切り機 DC-80特 390ｘ565ｘ820 野菜カット・仕分室 2 

フードスライサー FS-45 685ｘ1100ｘ870 野菜カット・仕分室 3 

プレート殺菌庫 KT-55H 850ｘ610ｘ1360 野菜カット・仕分室 3 

置台 TK-157BDA 1500ｘ750ｘ850 野菜カット・仕分室 1 

掃除用具入れ 900ｘ650ｘ1800 野菜カット・仕分室 2 

水切付４槽シンク PS4-408DA 4000ｘ750ｘ850 野菜カット・仕分室 1 

粉砕流し台 WSS-150 1500ｘ750ｘ900 野菜カット・仕分室 1 

水切付２槽シンク PS2-227BDA 2200ｘ750ｘ850 野菜カット・仕分室 2 

移動シンク S1-97MDA 900ｘ700ｘ700 野菜カット・仕分室 8 

２段式カート TK-特 1250ｘ850ｘ1000 野菜カット・仕分室 10 

プレハブ消毒保管機 4250ｘ2800ｘ2500（3550） 野菜カット・仕分室 1 

保管カート TSWC-2 1170ｘ830ｘ1688 野菜カット・仕分室 8 

下洗いシンク S2-187BDA 1800ｘ750ｘ875 野菜カット・仕分室 1 

自動容器洗浄機 
AEN2-5LU特 3370ｘ1050ｘ

1940 
野菜カット・仕分室 1 

包丁・まな板殺菌庫 KT-53H 850ｘ610ｘ1360 野菜カット・仕分室 1 
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種類 寸法等 設置場所 数量 

貯油タンク付ガス連続

フライヤー 
AT-50DT 5120ｘ1225ｘ1775 焼物・揚物・蒸物調理室 2 

油切りコンベヤ OT-1000 1000ｘ780ｘ800 焼物・揚物・蒸物調理室 2 

コンビオーブン ACO-20GW 980ｘ815ｘ1840 焼物・揚物・蒸物調理室 4 

蒸し庫 SSH-10D 1305ｘ950ｘ2000 焼物・揚物・蒸物調理室 2 

ライスボイラー AS1-15K 1350ｘ1060ｘ795 焼物・揚物・蒸物調理室 2 

プレハブ式魚肉用冷凍

庫 

カートイン 2700ｘ5250ｘ

2500 
焼物・揚物・蒸物調理室 2 

保管カート TSWC-2 1170ｘ830ｘ1688 焼物・揚物・蒸物調理室 8 

掃除用具入れ 900ｘ650ｘ1800 焼物・揚物・蒸物調理室 1 

電気式器具消毒保管機 EW-3003 2720ｘ950ｘ1860 焼物・揚物・蒸物調理室 1 

水切付２槽シンク PS2-227BDA 2200ｘ750ｘ850 焼物・揚物・蒸物調理室 2 

１槽シンク S1-77BDA 750ｘ750ｘ850 焼物・揚物・蒸物調理室 1 

水切付３槽シンク PS3-367BDA 3600ｘ750ｘ850 アレルギー専用調理室 1 

パススルー冷蔵庫 
PRD-60RMTA-G 1790ｘ840ｘ

1950 
アレルギー専用調理室 2 

１槽シンク S1-77BDA 750ｘ750ｘ850 アレルギー専用調理室 2 

電磁調理器 AIC-555S特 1200ｘ600ｘ850 アレルギー専用調理室 4 

台付１槽シンク 1500ｘ600ｘ850 アレルギー専用調理室 1 

コンビオーブン ACO-20GW 980ｘ815ｘ1840 アレルギー専用調理室 1 

器具消毒保管機 EWK-2003 1900ｘ950ｘ1860 アレルギー専用調理室 4 

下部戸棚付移動台 TKD-159MSDA 1500ｘ900ｘ850 アレルギー専用調理室 1 

引出付き移動台 TKC-157MSDA 1500ｘ900ｘ850 アレルギー専用調理室 1 

移動シンク S1-97MDA 900ｘ700ｘ700 アレルギー専用調理室 1 

掃除用具入れ 900ｘ650ｘ1800 アレルギー専用調理室 1 

冷蔵庫 URD-40RM-F 1200ｘ800ｘ1950 アレルギー専用調理室 1 

ブラストチラー＆ショ

ックフリーザー 
QXF-012FSV1 770ｘ770ｘ1882 アレルギー専用調理室 1 

コンビ用置台（ドライ

仕様） 
TK-129DB 1200ｘ900ｘ850 アレルギー専用調理室 1 

移動式台（両面引違

戸） 
TKD-159WM 1500ｘ900ｘ850 アレルギー専用調理室 2 

パッスルー冷凍冷蔵庫

（2室冷凍） 
ARD-081PM 755ｘ800ｘ1950 アレルギー専用調理室 1 

スチームオーブン CSI2-E6 950ｘ840ｘ860 アレルギー専用調理室 1 

コンビオーブン用置台

（ドライ仕様） 
TK-129DB 1200ｘ900ｘ850 アレルギー専用調理室 1 

電磁コンロ厨房機器   アレルギー専用調理室 2 

３槽シンク S3-279BDA 2700ｘ900ｘ850 煮炊き調理室 1 
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種類 寸法等 設置場所 数量 

１槽シンク S1-77BDA 750ｘ750ｘ850 煮炊き調理室 1 

ライスボイラー AS1-15K 1350ｘ1060ｘ795 煮炊き調理室 18 

高速度ミキサー MX-46D 456ｘ950ｘ1090 煮炊き調理室 4 

掃除用具入れ 900ｘ650ｘ1800 煮炊き調理室 2 

２槽シンク S2-127BDA 1200ｘ750ｘ850 煮炊き調理室 1 

器具消毒保管機 EWK-2003 1900ｘ950ｘ1860 煮炊き調理室 3 

長台車 1600ｘ750ｘ600 煮炊き調理室 4 

ライスボイラー AS1-15K 1350ｘ1060ｘ795 和え物準備室、和え物室 5 

コンビオーブン ACO-20GW 980ｘ815ｘ1840 和え物準備室、和え物室 2 

２槽シンク S2-127BDA 1200ｘ750ｘ850 和え物準備室、和え物室 1 

真空冷却機 CM-150DMW 1560ｘ1740ｘ2555 和え物準備室、和え物室 2 

包丁・まな板消毒保管

機 
ESK-503 975ｘ550ｘ1860 和え物準備室、和え物室 1 

掃除用具入れ 900ｘ650ｘ1800 和え物準備室、和え物室 1 

電気式器具消毒保管機 EW-3003 2720ｘ950ｘ1860 和え物準備室、和え物室 3 

プレハブ式和え物冷蔵

庫 

カートイン 4500ｘ1950ｘ

2500 
和え物準備室、和え物室 1 

運搬車 740ｘ580ｘ1240 和え物準備室、和え物室 12 

りんご皮剥き切割芯取

機 
AHK-77 545ｘ610ｘ1085 和え物準備室、和え物室 2 

三段式運搬車 740ｘ580ｘ1240 和え物準備室、和え物室 2 

粉砕流し台 WSS-150 1500ｘ750ｘ900 
洗浄前処理室、コンテナ

プール、厨芥処理室 
1 

残菜計量機 1800ｘ600ｘ580 
洗浄前処理室、コンテナ

プール、厨芥処理室 
1 

水切付４槽シンク PS4-408DA 4000ｘ750ｘ850 
洗浄前処理室、コンテナ

プール、厨芥処理室 
1 

水切付２槽シンク PS2-227BDA 2200ｘ750ｘ850 
洗浄前処理室、コンテナ

プール、厨芥処理室 
1 

掃除用具入れ 900ｘ650ｘ1800 
洗浄前処理室、コンテナ

プール、厨芥処理室 
3 

食缶前処理機 WSC-25W特 4990ｘ1910ｘ2160 
洗浄前処理室、コンテナ

プール、厨芥処理室 
1 

食缶洗浄機 
WSC-75WC特 10560ｘ1735ｘ

2160 

洗浄前処理室、コンテナ

プール、厨芥処理室 
1 

ローラーコンベヤ 移動式 1500ｘ500ｘH 
洗浄前処理室、コンテナ

プール、厨芥処理室 
7 

食器浸漬機 WPS-2160 5315ｘ1480ｘ850 
洗浄前処理室、コンテナ

プール、厨芥処理室 
3 
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種類 寸法等 設置場所 数量 

食器供給装置 WDF-51特 
洗浄前処理室、コンテナ

プール、厨芥処理室 
3 

システム食器トレー洗

浄機 

WTK-570L特 8690ｘ2135ｘ

2340 

洗浄前処理室、コンテナ

プール、厨芥処理室 
3 

食器整理装置 WDS-50特 
洗浄前処理室、コンテナ

プール、厨芥処理室 
3 

連続式コンテナ洗浄機 
WAC-91V特 13870ｘ2110ｘ

3580 

洗浄前処理室、コンテナ

プール、厨芥処理室 
1 

コンテナ搬送コンベヤ WCC-56特 
洗浄前処理室、コンテナ

プール、厨芥処理室 
1 

トラックイン蒸気式消

毒保管機 
TSW-63 2260ｘ1450ｘ2195 

洗浄前処理室、コンテナ

プール、厨芥処理室 
19 

保管カート TSWC-2 1170ｘ830ｘ1688 
洗浄前処理室、コンテナ

プール、厨芥処理室 
58 

吊り下げ式コンテナ消

毒装置 
SCS-104 1100ｘ800ｘ1200 

洗浄前処理室、コンテナ

プール、厨芥処理室 
54 

食器専用コンテナー   
洗浄前処理室、コンテナ

プール、厨芥処理室 
49 

食器・食缶コンテナー   
洗浄前処理室、コンテナ

プール、厨芥処理室 
8 

食缶専用コンテナー   
洗浄前処理室、コンテナ

プール、厨芥処理室 
49 

ポリバケツ交換装置 GR-8 1650φｘ350 
洗浄前処理室、コンテナ

プール、厨芥処理室 
1 

厨芥脱水機 WSM-501 812ｘ620ｘ1310 
洗浄前処理室、コンテナ

プール、厨芥処理室 
1 

調整タンク WST-500 1330ｘ1000ｘ1680 
洗浄前処理室、コンテナ

プール、厨芥処理室 
1 

冷凍庫 
URD-54FMTA-F 1490ｘ800ｘ

1950 

洗浄前処理室、コンテナ

プール、厨芥処理室 
4 

インフラクリーン ICR-551 1000ｘ550ｘ1898 準備室 16 

手押し式床洗浄機   
洗浄前処理室、野菜下処

理室 
4 
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２ 事務備品 

種類 設置場所 数量 

事務机 事業者用事務室 15 

事務椅子 事業者用事務室 15 

書棚 事業者用事務室 9 

  倉庫（２階） 6 

３段キャビネット 事業者用事務室 2 

プリンター台 事業者用事務室 1 

カウンター 事業者用事務室 1 

ブラインド 事業者用事務室 2 

温度管理システム機器 事業者用事務室 1 

台車 玄関ホール 1 

  会議室 1 

掲示板 玄関ホール 1 

耐火金庫 事業者用事務室 1 

シュレッダー 廊下（１階） 1 

靴入れ 廊下（１階） 2 

  エプロン室 6 

  女子更衣室（２階） 3 

  男子更衣室（２階） 2 

  車庫棟控室 1 

更衣ロッカー 男子更衣室（２階） 3 

  女子更衣室（２階） 16 

スチールラック 倉庫（１階） 5 

  エプロン室 4 

ＯＡラック 倉庫（１階） 1 

脚立 倉庫（１階） 2 

ハンガーラック 男子更衣室（２階） 2 

  女子更衣室（２階） 2 

  車庫棟控室 1 

洗濯機 洗濯室（１階） 3 

  準備室 2 

乾燥機 洗濯室（１階） 3 

  準備室 2 

乾燥機スタンド 洗濯室（１階） 3 

  準備室 2 

折り畳みテーブル 男子休憩室 8 

  女子休憩室 18 

  車庫棟控室 4 
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種類 設置場所 数量 

会議用机 会議室 26 

会議用椅子 会議室 100 

ブラインド 会議室 6 

  女子休憩室 4 

  男子休憩室 4 

テーブル アレルギー食品検査室 1 
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別紙３ 委託料の減額 

 

１ 維持管理・運営業務が要求水準書に定められた水準を満たしていない場合の措置 

（１）本市は、モニタリングの結果、事業者が維持管理･運営業務が要求水準書等に定められ

た水準を満たしていないと判断した場合、当該業務について水準を満たすよう指導等を

行うとともに、一定期間内に改善策の提案を求める。さらに、委託料の支払対象期とな

る３か月間（以下「四半期」という。）ごとの累積減額ポイントが所定の水準を超過し

た場合、委託料の減額を行う。 

（２）業務開始日以降、２回の減額措置を経た後、更に業務不履行（減額ポイントの発生）

があった場合、本市は、事業者と協議の上、維持管理･運営業務を行う者を変更させるこ

とができる。なお、委託料の支払対象期間の途中に維持管理・運営業務を行う者を変更

した場合においても、当該期間中の減額ポイントが、減額の行われる基準に達した場合

には、この期間も減額措置を行う。 

（３）維持管理･運営業務を行う者の変更後も対象業務の改善が認められず委託料の減額措置

が行われる場合又は事業者が３か月以内に本市の要求する維持管理・運営業務を行う者

の変更に応じない場合は、本市は本契約を解除することができる。 

（４）運営業務に関して、重大な食中毒の発生（死者又は重症者の発生）、重大なアレルギ

ー対応の誤り（死者又は重症者の発生）等があった場合（本事業の運営業務を行う者

が、仙台市内の他の学校給食施設において調理業務を行う場合にあって、当該他の学校

給食施設において同様の事象を生じた場合を含む。）で、その帰責事由が事業者にある

ことを本市が確認した場合、本市は、運営業務を行う者を変更させることができる。ま

た、事業者が３か月以内に本市の要求する運営業務を行う者の変更に応じない場合は、

本市は本契約を解除することができる。 

 

２ 維持管理・運営業務において優れたサービスが提供された場合の措置 

（１）モニタリングの結果、維持管理・運営業務において、要求水準書に定められた水準を

上回る水準の個別サービスが提供された場合には、減額ポイントの減算による救済措置

を受けることができる。 

（２）直前１年間について継続して良好なサービスが提供された実績がある場合には、当該

期間中の減額ポイントが、減額の行われる基準に達した時点で、減額ポイントの減算に

よる救済措置を受けることができる。本救済措置は、１回適用するごとにゼロクリアー

されるものとする。 

（３）上記の減額ポイントの減算による救済措置は、「給食提供に関して特に重大な問題が

発生した場合（下記３（１）の表中に示す「レベル７」に該当する事象の場合）」には

適用できない。 

 

３ 減額の方法 

（１）減額の対象となる事態 

維持管理・運営業務が要求水準書等に定められた水準を満たしていないと確認された場

合には、減額ポイントを加算する。その減額ポイントの加算の後、四半期単位の減額ポイ

ントが一定値に達した場合には、委託料の減額を行う。 
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維持管理・運営業務が要求水準書等に定められた水準を満たしていない場合とは、下表

に示す事象と同等の事態をいう。 

なお、事象の発生に応じた具体的な判断の基準、評価の尺度又はモニタリングの方法、

事業者の提案内容に基づき新たに付加すべき事項等については、事業者の提案内容及び本

契約第24条及び第28条に定める業務計画書等を踏まえ、業務開始日までに事業者と協議を

行った上で設定することとする。 

 

表「減額の対象となる事象」 

区分 基準 事象（例示） 

 
 
 
 
 
 
是 正 す
べ き 状
態 又 は
そ の 他
重 大 な
問 題 等
の発生 

レベル１ 

是正しなければ給
食提供に影響を及
ぼすと想定される
場合 

共通、 
運営全般 

・業務報告の不備 
・関係者への連絡不備 

調理・衛生管
理関連 

・給食への軽微な異物混入 
・食器、食缶等の一部の不洗浄 
・献立への理解不足 

維持管理関連 ・一部業務の未実施 

レベル２ 

是正しなければ給
食提供に大きな影
響を及ぼすと想定
される場合 

共通、 
運営全般 

・業務上必要となる記録、帳簿、書
類等の重大な不備 

調理・衛生管
理関連 

・給食への異物混入 
・衛生管理の不備 
・提案内容を満たさない人員配置
の発生（当該期間の運営日数の
5％以上25％未満） 

維持管理関連 
・法定点検、定期点検の未実施 
・故障等不具合の放置 

レベル３ 

是正しなければ給
食提供に重大な影
響を及ぼすと想定
される場合 

共通、 
運営全般 

・故意又は長期にわたる関係者へ
の連絡不備 

・運営業務従事者に関する重大な
要求水準未達 

調理・衛生管
理関連 

・提案内容を満たさない人員配置
の頻発（当該期間の運営日数の
25％以上） 

維持管理関連 ・安全措置の不備による事故発生 

レベル４ 
給食提供に関して
問題が発生した場
合 

共通、 
運営全般 

・虚偽報告の発覚 

 
 
 
 
 
 
 
 

調理・衛生管
理関連 

・アレルギー調理の誤りによる禁
忌食材の混入又は誤配食 

維持管理関連 

 
・騒音、悪臭等の発生 
・清掃状況等の悪化による給食提
供の一部停止 

 



28 

区分 基準 事象（例示） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
是 正 す
べ き 状
態 又 は
そ の 他
重 大 な
問 題 等
の発生 

レベル５ 
給食提供に関して
大きな問題が発生
した場合 

共通、 
運営全般 

・重大な虚偽報告の発覚 

維持管理関連 

・近隣に重大な影響を及ぼす騒
音、悪臭等の発生 

・清掃状況等の悪化による給食提
供の完全停止 

・法定点検、定期点検の未実施、故
障等不具合の放置、安全措置の
不備等による、センター職員等
（※）の傷病者の発生 

レベル６ 
給食提供に関して
重大な問題が発生
した場合 

共通、 
運営全般 

・重大な要求水準未達により発生
する事故又は不具合等の発生 

・業務遂行中での人身事故による
傷病者の発生 

調理・衛生管
理関連 

・異物混入による傷病者の発生 
・アレルギー対応食提供の誤りに
よる傷病者の発生 

維持管理関連 

・法定点検、定期点検の未実施、故
障等不具合の放置、安全措置の
不備等による、見学者等の傷病
者、センター職員等の死者又は
重症者の発生 

レベル７ 
給食提供に関して
特に重大な問題が
発生した場合 

共通、 
運営全般 

・著しく重大な要求水準未達によ
り発生する事故又は不具合等の
発生 

・業務遂行中での人身事故による
死者又は重症者の発生 

調理・衛生管
理関連 

・異物混入による死者又は重症者
の発生 

・アレルギー対応食提供の誤りに
よる死者又は重症者の発生 

・食中毒の発生 

維持管理関連 

・法定点検、定期点検の未実施、故
障等不具合の放置、安全措置の
不備等による、見学者等の死者
又は重症者の発生 

給 食 の
不 完 全
提 供 

レベルＡ 
指定時刻に配送さ
れなかった場合 

・指定時刻までに配送されず、児童生徒が所定 
の時刻から給食を喫食できなかった場合 

（学校が通常の給食時間を変更して対応せざるを
得ない程度の遅延が該当） 

レベルＢ 
給食の一部が提供
されなかった場合 

・配缶間違い、数え間違い、食器の数量・洗浄 
不足等により児童生徒が一部の献立を喫食でき
なかった場合（２品目以上喫食できなかった場
合は「レベルＣ」に該当） 

レベルＣ 
給食が提供されな
かった場合 

・児童生徒が給食を喫食できなかった場合 
（アレルギー対応食の誤配送を含む） 

※ 表中の「センター職員等」とは、本市学校給食センター、事業者職員等を指す。 
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（２）減額ポイント 

減額ポイントは以下のとおりとする。 

本市は、定期モニタリング及び随時モニタリングを経て、以下の①及び②の合算によ

り、対象業務に対応する当月の減額ポイントを確定する。 

① 是正すべき状態又はその他重大な問題等の発生（レベル１～７） 

是正すべき状態が発生した場合又はその他重大な問題等が発生した場合は、そのレベル

に応じて、以下のとおり減額ポイントを付与する。 

区 分 基 準 減額ポイント 

レベル１ 是正しなければ給食提供に影響を及ぼすと想定される場合  2 

レベル２ 是正しなければ給食提供に大きな影響を及ぼすと想定される場合  5 

レベル３ 是正しなければ給食提供に重大な影響を及ぼすと想定される場合  10 

レベル４ 給食提供に関して問題が発生した場合  20 

レベル５ 給食提供に関して大きな問題が発生した場合  50 

レベル６ 給食提供に関して重大な問題が発生した場合 120 

レベル７ 給食提供に関して特に重大な問題が発生した場合 150 

「レベル４」及び「レベル５」に該当する事象のうち「虚偽報告の発覚」、「重大な虚偽

報告の発覚」が生じた場合、当該事象についての減額ポイントを付与するとともに、虚偽

報告の内容が別の減額対象となる事象に該当する場合は、当該事象に対応する減額ポイン

トを合算するものとする。 

なお、「レベル７」に該当する事象のうち「食中毒の発生」が生じた場合で、営業停止期

間を伴う場合（当該食中毒発生日、営業停止期間が２四半期にまたがる場合を含む。）であ

っても、減額ポイントは当該「食中毒事故」につき 150 ポイントを超えないものとする。 

 

② 給食の不完全提供の場合（レベルＡ～Ｃ） 

不完全な給食提供となった場合、影響を受けた給食数の割合に応じて、以下のとおり減

額ポイントを付与する。 

影響を受けた給食数の 

割合（※） 

減額ポイント 

レベルＡ 
（配送遅延） 

レベルＢ 
（一部未提供） 

レベルＣ 
（未提供） 

0％超 1％未満 
 2 

 2  4 

1％以上 5％未満  3  6 

5％以上 10％未満 
 4 

 5 10 

10％以上 20％未満 10 20 

20％以上 35％未満  6 15 30 

35％以上 50％未満 10 20 40 

50％以上 75％未満 15 25 50 

75％以上 20 40 80 

  ※ 影響を受けた給食数の割合は、「不完全な提供となった食数÷当該日の提供予定給食数」

により算出する。 
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（３）減額ポイントを加算しない場合 

減額の対象となる状態と認められたとしても、以下のア又はイに該当する場合には減額

ポイントを加算しない。 

ア やむを得ない事由により減額対象となる状態が生じた場合で、かつ、事前に本市に連

絡があった場合。 

イ 明らかに事業者の責めに帰さない事由によって減額対象となる状態が生じた場合。 

 

（４）優れたサービス提供に対して減額ポイントを減算する対象となる事態と減算方法 

事業者が優れたサービスを提供した以下のア又はイに該当する場合には、事業者の求め

に応じて減額ポイントを減算することができる。なお、減算による救済措置は、最大30ポ

イントとし、給食提供を行う上で「レベル７」に該当する事象が生じた場合には適用しな

いものとする。 

ア モニタリングの結果、維持管理・運営業務において、要求水準書に定められた水準を

上回る水準の個別サービスが提供された次に例示するような場合には、当該四半期中

の減額ポイントを10から30ポイント減算する救済措置を受けることができる。この場

合に減算するポイント数は、月間報告書提出後17日以内に事業者に通知する。 

① 給食提供日直前（前日もしくは当日）に本市からの求めに応じて、予定給食数（当

該時点までに既に変更の連絡があった場合には、直近の変更後の数）を200食以上上

回る給食を提供した場合 

② 食材の納入が遅れ、給食提供に影響が及ぶ可能性がある状況において、事業者が本

市に協力し、影響を最小限に食い止めた場合 

③ 本市内の給食調理施設が、建替工事、改修工事等により給食提供ができなくなった

間、当該学校に給食を提供した場合 

④ 不可抗力による災害に際して、事業者の創意工夫と努力によって、給食提供サービ

スを維持、あるいは速やかに復旧した場合 等 

イ 減額ポイントが51ポイント以上となった場合には、当該四半期を除く直前の４四半期

（１年間）の減額ポイントの集計結果がそれぞれ20ポイント以下である場合、救済措

置として当該四半期の減額ポイントから20ポイントを減算できるものとする。 

 

（５）減額ポイントの支払額への反映 

モニタリングが終了し、減額ポイントがある場合には、事業者に減額ポイントを通知す

る。 

委託料の支払に際しては、当該四半期の減額ポイントの合計を計算し、下表にしたがっ

て委託料の減額割合を定め、減額の必要がある場合には、当該四半期の支払額を事業者に

通知する（減額は当該四半期の委託料に対して行う。）。 

なお、当該四半期に合計された減額ポイントは、当該期間のモニタリングにのみ用いる

ものとし、当該四半期の減額措置の有無に関わらず、翌四半期に持ち越しての減額ポイン

トの積算を行わないものとする。 
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各四半期の減額ポイント 委託料の減額割合 

１５０ 以上 ５０ 〔％〕 

５１ ～ １４９ ｛(減額ポイント－５０)／１００｝の２乗×１/２〔％〕 

 ０ ～  ５０        ０ 〔％〕(＝減額なし) 

（％表示で小数点以下第２位を切上げとする） 
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別紙４ 委託料の構成、支払方法等 

 

１ 委託料の構成 

本事業の委託料は、事業者が行う維持管理・運営業務に要する費用に対して支払うものと

し、以下のとおり構成される。本市は、以下の委託料に、消費税及び地方消費税を加算して

支払う。 

区分 構成される費用の内容 

維持管理費 

相当額 
固定料金 

費用が提供食数に応じて変動しないもの 

（例）建物保守管理・修繕業務 

設備保守管理・修繕業務 等 

運営費相当額 

固定料金 

費用が提供食数に応じて変動しないもの 

（例）給食調理業務（固定的な人件費等） 

洗浄衛生管理業務 

保険料、事業所税 等 

変動料金 

費用が提供食数に応じて変動するもの 

（例）給食調理業務（変動する人件費等） 

残渣・廃棄物処理業務 等 

 

２ 各四半期の委託料 

各四半期に本市が支払う委託料の総額は、次の計算式により得られる金額とする。 

（委託料のうち固定料金）＋（事業者が提案する給食一食単価）×α 

αは給食実施日ごとに確定する支払対象給食数（委託料の計算の対象となる給食数をい

う。以下同じ。）の各四半期の合計とする。 

本市は、各月の給食提供初日の５日前までに、当該月の給食実施日における各日の給食数

（以下「予定給食数」という。）を事業者に通知する。事業者はこれに従い給食を調理し、

提供した給食数（以下「提供給食数」という。）が支払対象給食数となる。 

予定給食数と提供給食数が異なった場合又は予定給食数に変更があった場合の支払対象給

食数の取扱いは、原則として、以下のとおりとする。ただし、予定給食数の変更通知時期や変

更の帰責者によっては、これによらない場合がある。 

ⅰ．予定給食数から 200を超える数を減じる場合には提供給食数 

ⅱ．予定給食数を増す場合又は 200に満たない数だけ減じる場合には提供給食数 

以下、支払対象給食数の設定方法を表中に整理する。 

 

表：各給食実施日の支払対象給食数の設定方法 

 提供給食数 変更通知時期 変更の帰責 支払対象給食数 

① 予定給食数 ― ― 提供給食数 

② 予定給食数＋β 任意 市 提供給食数 

③ 
予定給食数－β 

（β≦200） 
任意 市 提供給食数 
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 提供給食数 変更通知時期 変更の帰責 支払対象給食数 

④ 
予定給食数－β 

（β＞200） 
5日以上前 市 提供給食数 

⑤ 
予定給食数－β 

（β＞200） 
4日以内前 市 予定給食数-200 

⑥ 予定給食数＋β 任意 事業者 予定給食数 

⑦ 予定給食数－β 任意 事業者 提供給食数 

※βは、予定給食数からの増減数である。 

 

（例１） 

予定給食数が5,000食であった日の前日に、事前に給食センターが連絡を受けていた学校

行事の日程が誤っていたことが判明し、変更後の給食数が600食増の5,600食となった。 

⇒ 表②に該当し、この日の支払対象給食数は5,600食となる。 

 

（例２） 

予定給食数が5,000食であった日の当日の朝に、一部の学校で学級閉鎖を行う旨の連絡が

入り、変更後の給食数が200食減の4,800食となった。 

⇒ 表③に該当し、この日の支払対象給食数は4,800食となる。 

 

（例３） 

予定給食数が4,500食であった日の1週間前に、事前に給食センターが連絡を受けていた

学校行事の日程を変更する旨の連絡が入り、変更後の給食数が700食減の3,800食となっ

た。 

⇒ 表④に該当し、この日の支払対象給食数は3,800食となる。 

 

（例４） 

予定給食数が4,500食であった日の当日の朝に、一部の学校で学級閉鎖を行う旨の連絡が

入り、変更後の給食数が700食減の3,800食となった。 

⇒ 表⑤に該当し、この日の支払対象給食数は4,300食となる。 

 

（例５） 

予定給食数が5,000食であった日に、事業者が給食を実施しない学校を誤って把握し、結

果として、予定給食数より200食多い5,200食の給食調理を行った。 

⇒ 表⑥に該当し、この日の支払対象給食数は5,000食となる。 

 

（例６） 

予定給食数が5,000食であった日に事業者の帰責により調理機器が故障し、結果として、

予定給食数より1,500食少ない3,500食の給食提供しかできなかった。 

⇒ 表⑦に該当し、この日の支払対象給食数は3,500食となる。 
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３ 対象校の増減等による調整があった場合の固定料金の見直し 

学校の統合若しくは廃止による対象校の減又は学校の分離、新設若しくは配送範囲の変更

等による対象校の増の場合には、維持管理・運営費相当額のうち固定料金の部分を次のとお

り見直す。 

（１）対象校が増加する場合、給食配送業務、配送車両調達・維持管理業務、運営備品等更

新業務等において必要となる追加的な費用は、これら業務に係る固定料金を変更するこ

とをもって対応し、変更額、変更時期、支払方法等について、本市及び事業者が協議し

て定める。 

 

（２）対象校が減少する場合、給食配送業務、配送車維持管理業務等において必要がなくな

る費用は、配送車両の償却期間等を考慮した上で、これらに係る固定料金を変更するこ

とを持って対応し、変更額、変更時期、支払方法等について本市及び事業者が協議して

定める。 

 

４ 委託料の支払方法 

（１）支払方法 

本市は、施設等の状態、維持管理・運営業務の実施状況をモニタリングし、要求水準書

に定められた水準が満たされていない場合には、別紙３に定める減額措置を行った上で、

各年とも第１四半期（４～６月）、第２四半期（７～９月）、第３四半期（10～12月）及

び第４四半期（１月～３月）の４回払いとする。 

また、各四半期の支払月は、「５ 委託料の支払手続」に示すとおり、各四半期中の最

終月の翌々月（８月、11月、２月及び５月）とし、令和５年８月を第１回目、令和15年５

月を最終回の支払月とする全40回に分割した支払とする。 

 

（２）消費税の支払方法 

本市は、委託料の支払の都度､当該委託料支払額に応じた消費税（地方消費税を含む。）

を支払うものとする｡ 

ただし、モニタリングの結果を受けて委託料が減額された場合や、物価の変動に伴い委

託料が増減した場合には、増減後の委託料に応じた消費税等相当額を支払うものとする。 

 

５ 委託料の支払手続 

本市は、事業者が作成し翌月７日までに提出するモニタリング月間報告書や本市のモニタ

リングの結果により、事業者の業務実施状況が要求水準書等に定められた水準を満たしてい

ないと判断し、委託料を減額する場合又は減額ポイントを加算する場合には、モニタリング

月間報告書提出後、17日以内に事業者に対して通知する。 

本市は毎月の減額ポイントを３か月間合計し、当該３か月間終了後24日以内に委託料減額

金額及び減額後の委託料の支払額を事業者に通知する。事業者は、支払額の通知を受領後速

やかに本市に請求書を送付し、本市は適法な請求書を受理した日から30日以内に委託料を支

払う。 
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６ 物価変動に伴う委託料の改定 

維持管理・運営期間中の物価変動に対応して委託料を改定する。ただし、委託料のうち、

運営費相当額の配送車両リース料及びその他の費用については物価変動による改定は行わな

い。 

（１）対象となる費用と参照指標 

物価変動の改定の対象となる費用と改定に使用する指標は下表のとおりとする。 

項目 費用 参照指標 

維持管理費

相当額 

対象経費全て 企業向けサービス価格指数「建物サービス」

（日本銀行調査統計局） 

運営費 

相当額 

光熱水費相当分以外 企業向けサービス価格指数「給食サービス」

（日本銀行調査統計局） 

電気料金相当分 消費者物価指数（総務省統計局）： 

・電気代〈仙台市〉 

ガス料金相当分 消費者物価指数（総務省統計局）： 

・ガス代〈仙台市〉 

上下水道料金相当分 消費者物価指数（総務省統計局）： 

・上下水道料〈仙台市〉 

なお、給食一食単価は以下のとおりとする。 

給食一食単価  [●] 円／食 

 ・うち電気代相当分の単価 [●] 円／食 

 ・うちガス代相当分の単価 [●] 円／食 

 ・うち上下水道料相当分の単価 [●] 円／食 

・うち上記（光熱水費及相当分）以外の単価 [●] 円／食 

 

（２）改定方法 

改定にあたっては、「（３）算定方法」に基づき、各年度４月１日以降の維持管理費相当額

及び運営費相当額（各年度の８月支払分以降）の全てを改定する。物価改定は１年に１回と

し、維持管理・運営期間初年度は改定しない。なお、改定率に小数点以下第四位未満の端数

が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。 

 

（３）算定方法 

委託料の改定は、前回改定時に使用した 10月公表の指標と改定前年度 10月公表の指標と

を比較して、1.5％以上の変動があった場合、前回改定を反映した改定年度の委託料に、前回

改定時に使用した 10月公表の指標に対する改定前年度 10月公表の指標の割合を乗じて算定

する。ただし、第１回目の改定は、令和 4年 10月公表の指標と改定前年度 10月公表の指標

とを比較して、1.5％以上の変動があった場合、事業者が提案した改定年度の委託料に、令和

4年 10月公表の指標に対する改定前年度 10月公表の指標の割合を乗じて算定する。 

なお、10月公表の指標とは、消費者物価指数をその指標に用いる場合は、「10月に公表さ

れる前月（９月）の消費者物価指数」とし、企業向けサービス価格指数をその指標に用いる

場合は、「10月に公表される６月の企業向けサービス価格指数の訂正値」とする。 
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算定方法：N年度の委託料の改定方法 

① 第１回目の改定 

Pn = Pnx × 改定率 n 

Pn：N年度の委託料 

Pnx：事業者が提案した N年度の委託料 

改定率 n：N年度の改定率＝(N-1)年 10月の指標／令和 4年 10 月の指標 

なお、小数点以下第四位未満の端数が生じた場合には切り捨てる。 

 

② 第２回目以降の改定 

Pn’ = Pnx’ × 改定率 n’ 

Pn’：N’年度の委託料 

Pnx’：前回改定を反映した N’年度の委託料 

改定率 n’：N’年度の改定率 

＝ (N’-1)年 10月の指標／X’年 10月(前回改定時)の指標 

なお、小数点以下第四位未満の端数が生じた場合には切り捨てる。 

 

ただし、「0.985＜改定率＜1.015」の場合は改定しない。 

 

（４）委託料の改定と減額との関係 

モニタリングの結果、要求水準書等に定められた水準の未達により委託料が減額される場

合には、減額後の委託料の算定は、上記の物価変動に伴う委託料の改定を行った後の額に減

額割合を乗じて算出されるものとする。 
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別紙５ 法令変更による費用負担 

 

法令の変更により、事業者に本事業の実施について合理的な追加費用が発生した場合、次の

いずれかに該当するときは本市が負担し、それ以外の法令の変更については事業者が負担する。 

 

（１）本事業に直接関係する法令（特に本施設及び本施設と類似のサービスを提供する施設の

維持管理・運営に関する事項を直接的に規定することを目的とした法令を意味するものと

し、事業者に対して一般に適用される法令は含まれないものとする。）の変更 

（２）事業者の利益に課される税以外の税の新設又は変更 

 

本契約締結後、事業者の利益に課される税以外の税の新設又は変更が生じた場合、事業者に

本契約の履行に関する費用の増加又は減少が生じるときは、当該増加又は減少分を委託料に反

映させるべく、本市と事業者が協議を行うものとする。 
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別紙６ 不可抗力による費用負担 

 

契約期間中に不可抗力が生じたときは、一年度中に発生した追加費用のうち累計で当該年度

の委託料の 100分の１に至るまでは事業者が負担するものとし、これを超える額については本

市が負担するものとする。 

ただし、別紙１に記載される保険に基づき本市以外の被保険者が不可抗力により保険金を受

領した場合、当該保険金の額が当該年度の委託料の 100分の１を超えるときは、当該超過額は、

本市が負担すべき追加費用額から控除するものとする。 

事業者の逸失利益及び事業者が自らに帰責事由がないことを立証するための費用は、事業者

が負担する。 
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別紙７ 個人情報取扱特記事項 

 

（基本的事項） 

第１ 事業者は、個人情報の保護の重要性を認識し、この契約による事務を処理するための個

人情報の取扱いに当たっては、個人の権利利益を侵害することのないよう、個人情報を適正

に取り扱わなければならない。 

 

（秘密の保持） 

第２ 事業者は、この契約による事務に関して知り得た個人情報をみだりに他人に知らせ、又

は不当な目的に使用してはならない。この契約が終了し、又は解除された後においても同様

とする。 

 

（使用者への周知） 

第３ 事業者は、その使用する者に対し、在職中及び退職後においてもこの契約による事務に

関して知り得た個人情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならないこ

となど、個人情報の保護に関して必要な事項を周知しなければならない。 

 

（適正な管理） 

第４ 事業者は、この契約による事務に係る個人情報の漏洩、滅失、改ざん及びき損の防止そ

の他の個人情報の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。 

 

（収集の制限） 

第５ 事業者は、この契約による事務を処理するために個人情報を収集するときは、当該事務

を処理するために必要な範囲内で、適正かつ公正な手段により収集しなければならない。 

 

（使用等の禁止） 

第６ 事業者は、本市の指示又は承諾があるときを除き、この契約による事務に関して知り得

た個人情報を当該事務を処理するため以外に使用し、又は第三者に引き渡してはならない。 

 

（複写等の禁止） 

第７ 事業者は、本市の指示又は承諾があるときを除き、この契約による事務を処理するため

に本市から貸与された個人情報が記録された資料等を複写し、又は複製してはならない。 

 

（再委託の禁止） 

第８ 事業者は、この契約による事務を処理するための個人情報を自ら取り扱うものとし、本

市の承諾があるときを除き、第三者に取り扱わせてはならない。 

 

（資料等の返還等） 

第９ 事業者は、この契約による事務を処理するために本市から貸与され、又は事業者が収集

し、若しくは作成した個人情報が記録された資料等を、この契約の終了後直ちに本市に返還

し、又は引き渡すものとする。ただし、本市が別に指示したときは、当該方法によるものと

する。 
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（事故発生時における報告） 

第 10  事業者は、この契約に違反する事態が生じ、又は生ずるおそれがあることを知ったとき

は、速やかに本市に報告し、本市の指示に従うものとする。委託契約が終了し、又は解除さ

れた後においても同様とする。 

 

 

 


